
わ
た
し
た
ち
は
、
津
軽
海
峡
の
青
い
海
と
美
し
い
み
ど
り
の
丘
と
、
太
陽

わ
た
し
た
ち
は
、
津
軽
海
峡
の
青
い
海
と
美
し
い
み
ど
り
の
丘
と
、
太
陽

に
恵
ま
れ
た
本
州
の
最
北
の
地
に
住
む
大
間
町
の
町
民
で
す
。

に
恵
ま
れ
た
本
州
の
最
北
の
地
に
住
む
大
間
町
の
町
民
で
す
。

先
人
の
力
と
汗
の
偉
業
を
た
た
え
、
自
然
を
い
つ
く
し
み
、
郷
土
を
愛
し
、

先
人
の
力
と
汗
の
偉
業
を
た
た
え
、
自
然
を
い
つ
く
し
み
、
郷
土
を
愛
し
、

自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
、
文
化
的
で
た
く
ま
し
く
、
豊
か
で
明
る
く
、
う
る

自
覚
と
責
任
を
も
っ
て
、
文
化
的
で
た
く
ま
し
く
、
豊
か
で
明
る
く
、
う
る

お
い
の
あ
る
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に
こ
の
憲
章
を
定
め
実
践
し
ま
す
。

お
い
の
あ
る
住
み
よ
い
町
に
す
る
た
め
に
こ
の
憲
章
を
定
め
実
践
し
ま
す
。

１
．
健
康
で
よ
く
働
く
豊
か
な
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

１
．
健
康
で
よ
く
働
く
豊
か
な
町
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

１
．
き
ま
り
を
守
り
、
明
る
く
住
み
よ
い
町
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
き
ま
り
を
守
り
、
明
る
く
住
み
よ
い
町
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
教
養
と
文
化
の
高
い
清
ら
か
な
町
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
教
養
と
文
化
の
高
い
清
ら
か
な
町
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

１
．
互
い
に
話
し
合
う
平
和
で
な
ご
や
か
な
町
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

１
．
互
い
に
話
し
合
う
平
和
で
な
ご
や
か
な
町
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
。

１
．
人
を
愛
し
、
ま
こ
と
を
つ
く
す
し
あ
わ
せ
な
町
に
育
て
ま
し
ょ
う
。

１
．
人
を
愛
し
、
ま
こ
と
を
つ
く
す
し
あ
わ
せ
な
町
に
育
て
ま
し
ょ
う
。

町
民
憲
章

町
民
憲
章

未
来

の
有

権
者

議
会

傍
聴

未
来

の
有

権
者

議
会

傍
聴

『
９
／
７

大
間
中
学
生
議
会
傍
聴
』

『
９
／
７

大
間
中
学
生
議
会
傍
聴
』
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★まちのできごと★


台風９号から変わった温帯低気圧による豪雨

で、風間浦村では土砂崩れや橋の崩落による道
路寸断、断水など甚大な被害を受け、集落が孤
立するという状況に陥りました。
大間町消防団は風間浦村へ団員を派遣し、災

害支援を行いました。
災害支援出動した消防団員は13日と15日の２

日間で延べ40名派遣し、下風呂地区の土砂撤去
作業にあたりました。
また、大間町では、桑畑地区の給水支援並び

に下風呂地区の避難所支援にあたりました。


９月７日(火)大間町役場９月定例会を傍聴するために、大間中学校３年生が来庁しました。
大間町まち・ひと・しごと総合戦略に基づき４つのテーマごとに編成された各学級の４グループ

から12月実施予定の子ども議会におい
て、大間町に提案する８名と議長を務め
る各クラスの学級委員長２名の計10名
が傍聴し、他の32名の生徒は町民ホール
でモニター越しに議会の様子を見学し
ていました。
傍聴した生徒10名は、議会中の提案の

様子や提案の仕方などをノートに書き、
今後の子ども議会でどのように提案す
るか考えながら、議会を真剣に傍聴して
いました。

流木や土砂の撤去作業を行う消防団員
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例年実施している原子力発電所先例地視察研修について、今年度も関係機関との調整を進めてお

りましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、原子力発電所において視察研修の受入
が困難な状況になったため、昨年度に引き続き今年度も視察研修を中止することといたしました。
何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）


毎年10月第一日曜日に実施しています大間町防災訓練は、全国的な新型コロナウイルスの感染状

況及び当町のワクチン接種の進捗状況を踏まえ町民の皆さまの安全・安心を考慮して昨年度に引続
き中止することといたします。
なお、防災啓発として昨年度同様に防災情報の配布を予定していますので詳細については広報お

おま10月号の折込チラシをご覧ください。
「町民の皆さまには日頃から防災意識を高め災害に備えましょう！」

⬘ 総務課 ☎３７－２１１１（直通）


９月６日に、新田準司氏より２点

の剥製が寄贈されました。
寄贈された剥製は「大鷹」を町長

室に、「極楽鳥」を正副議長室に飾ら
せていただいております。

   
令和３年７月23日逝去されました元大間町長の故 浅見 恒吉氏に叙勲が

発令され、令和３年９月10日、大間町長より遺族への伝達がなされました。
浅見氏は、平成９年１月に大間町長に当

選して以来、平成17年１月に退任されるま
で２期８年間、大間町長を務められました。
多年にわたり地域住民の生活の安定や地域
社会の発展に大きく貢献し、地方自治の伸
展に尽くした功績が認められ、今回の受章
となりました。

★まちのできごと★
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２おける人事政運営等状況
大間町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき公表します。
○職員の任免の状況（令和２年４月１日から令和３年３月31日まで）

採用 昇任 降任 転任 出向 派遣 昇給 昇格 降格 定年退職 退職
町 長 部 局 4 0 0 0 0 1 43 6 0 0 1
議 会 部 局 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
教育委員会部局 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
企 業 職 員 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0

・職員数
令和２年度条例定数 令和２年４月１日現在 令和３年３月31日現在

町 長 部 局 85人 60人 59人
議 会 部 局 3人 2人 2人
教育委員会部局 20人 13人 13人
企 業 職 員 5人 3人 3人

○職員の給与（令和２年４月１日現在）
給料表 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

町 長 部 局
行政職（一） 18 13 3 13 7 2
医療職（三） 0 1 1 2 0 0
技 能 職 等 0 0 0 0 0 0

議 会 部 局 行政職（一） 0 0 1 0 0 1
教育委員会部局 行政職（一） 4 3 1 3 2 0
企 業 職 員 企業職（一） 1 1 0 1 0 0

○職員の勤務時間その他勤務条件

町 長 部 局
午前８時30分から
午後５時15分まで

議 会 部 局
教育委員会部局
企 業 職 員

・勤務時間（令和２年４月１日現在）

・休暇取得状況（休暇期間は、令和２年１月１日から令和２年12月31日まで）
年次有給休暇消化率 病気休暇取得件数 特別休暇取得件数 介護休暇取得件数 組合休暇取得件数

町 長 部 局 31.9% 35件 96件 0件 0件
議 会 部 局 20.0% 11件 2件 0件 0件
教育委員会部局 51.6% 65件 2件 0件 0件
企 業 職 員 30.8% 0件 3件 0件 0件

○職員の分限及び懲戒処分
・分限処分者数

勤務実績
が良くな
い場合

心身の故
障の場合

職に必要
な適格性
を欠く場
合

職制、定数の
改廃、予算の
減少により廃
職、過員を生
じた場合

刑事事件
に 関 し、
起訴され
た場合

条例で定
める事由
による場
合

町長部局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

議会部局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

教育委員
会 部 局

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

企業職員

降任 0 0 0 0 0 0
免職 0 0 0 0 0 0
休職 0 0 0 0 0 0
降給 0 0 0 0 0 0

・懲戒処分者数

法令に違反
した場合

職務上の業
務に違反し
又は職務を
怠った場合

全体の奉仕者
たるにふさわ
しくない非行
のあった場合

町長部局

訓告 0 0 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

議会部局

訓告 0 0 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

教育委員
会 部 局

訓告 0 0 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0

企業職員

訓告 0 0 0
戒告 0 0 0
減給 0 0 0
停職 0 0 0
免職 0 0 0
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○職員の服務の状況
職務に専念する義務
の特例の承認件数

営利企業等の従事制
限の承認件数

町 長 部 局 80件 0件
議 会 部 局 3件 0件
教育委員会部局 15件 0件
企 業 職 員 5件 0件

○職員の福祉及び利益の保護の状況
・職員健康診断受診状況

採用時健康診断 定期健康診断 人間ドック
検査項目（身体測定、
胸部X線、心電図、尿、
血液、視力、聴力、血圧）

検査項目（身体測定、
胸部X線、心電図、尿、
血液、視力、聴力、血圧）

日帰り 脳

町 長 部 局 4人 44人 15人 2人
議 会 部 局 0人 0人 1人 0人
教育委員会部局 1人 9人 3人 0人
企 業 職 員 0人 3人 0人 0人

○勤務の勤務評定及び研修の状況
・勤務評定の実施状況
町 長 部 局

実施している議 会 部 局
教育委員会部局
企 業 職 員

・各種研修会への参加状況
研修会名 研修内容 期間 参加人数

管 理 者 入 門 研 修 マネジメント実践や職場のカウセリングについて Ｒ２.８.27～28 1名

主 査 研 修 施策立案の基本等について Ｒ２.９.23～25 2名

主 事 ・ 技 師 研 修 公務員倫理や政策立案の基礎等について
Ｒ２.８.19～21
Ｒ２.９.14～16
Ｒ２.11.16～18
Ｒ２.12.14～16

6名

新 採 用 者 前 期 研 修 公務員としての職務遂行に必要な基礎知識等について
Ｒ２.６.29～30
Ｒ２.７.７～８
Ｒ２.７.９～10
Ｒ２.７.13～14

5名

新 採 用 者 後 期 研 修 半年間の振り返り、基礎的な知識の更なる習得等について
Ｒ２.10.６～９
Ｒ２.10.12～15
Ｒ３.１.12～15
Ｒ３.１.19～22

5名

青森県人事委員会からの状況報告
○勤務条件に関する措置の要求の状況
令和２年度においては、新たな措置要求はなく、また、係属事案もなかった。
○不利益処分に関する不服申立ての状況
令和２年度においては、新たな審査請求はなく、前年度から繰り越した１件が係属し、
令和３年度に繰り越された。
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はじめに…財政健全化法の規定により、大間町の令和２年度決算に基づき、５つの指標「健全化判断比率
及び資金不足比率」を算定し、財政（経営）の健全度をチェックするものです。
この指標が財政（経営）状況の悪化に伴い、「早期（経営）健全化基準」（イエローカード）を
超えると「早期（経営）健全化団体」となり、議会の議決を経て「財政（経営）健全化計画」を
策定し、財政（経営）の早期健全化に取り組むこととなります。また、財政状況のさらなる悪化
により、「財政再生基準」（レッドカード）を超えると「財政再生団体」となり、国や県の強力な
関与の下で確実な財政再建を実行するため、議会の議決を経て「財政再生計画」を策定し、財政
の再生に取り組むこととなります。
以下、「健全化判断比率等」の概要を示しながら、大間町の指標をお知らせします。

【①～④健全化判断比率】とは、
その団体の財政の健全度を公営企業会計や一部事務組合、第３セクター等を含めて示すものです。そ
の比率は４つ（①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実質公債費比率 ④将来負担比率）の指標で
示されます。…「早期健全化基準」「財政再生基準」が定められています。
【⑤資金不足比率】とは、
水道事業、下水道事業などの公営企業ごとに、資金不足額（赤字の額）がどの程度あるかを示すもので
す。…「経営健全化基準」が定められています。

①実質赤字比率～一般会計の健全（深刻）度を示すもの
福祉、教育、まちづくりなど、どの団体でも普遍的に行う事業をまとめた「一般会計」の赤字の程度
を指標化し、財政運営の深刻度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 １５．０％」「財政再生基準 ２０．０％」
＊黒字の場合は、負の値で表示。
②連結実質赤字比率～その団体全体の健全（深刻）度を示すもの
全ての会計の赤字や黒字を連結（合算）し、大間町全体としての赤字の程度を指標化し、財政運営の
深刻度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ２０．０％」「財政再生基準 ３０．０％」
＊黒字の場合は、負の値で表示。
③実質公債費比率～その団体全体の借入金返済の度合いを示すもの
借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ２５．０％」「財政再生基準 ３５．０％」
④将来負担比率～その団体全体で将来負担すべき総額の割合を示すもの
その団体全体の地方債の返済や将来支払う可能性のある負担等の、現時点での残高の程度を指標化
し、将来の財政を圧迫する可能性を示します。

＊指標基準…「早期健全化基準 ３５０．０％」
⑤資金不足比率～公営企業会計ごとの健全（深刻）度を示すもの
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況
の深刻度を示します。

＊指標基準…「経営健全化基準 ２０．０％」
おわりに…大間町の財政の健全度は、指標基準を下回っていますので、おおむね良好と判断できます。

しかし、今後も社会情勢や経済状況等は、めまぐるしく変化するものと推測されることから、財
政運営については、常に指標の要因分析を実施し更なる健全化に努めるものとします。

令和２年度大間町の実質赤字比率 △８．３％

令和２年度大間町の連結実質赤字比率 △１５．３％

令和２年度大間町水道事業会計の資金不足比率 ０．０％
令和２年度大間町下水道事業特別会計の資金不足比率 ０．０％

令和２年度大間町の将来負担比率 ４２．０％

令和２年度大間町の実質公債費比率 １４．８％

５つの指標
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令和３年分確定申告（令和４年２月中旬～）の受付から、「利用者識別番号」の運用が始まります。
これまでの確定申告では、皆様の申告書を紙で印刷して税務署へ送付しておりましたが、事務効率
化、経費削減、デジタル改革の観点から紙での送付を辞め、電子データで税務署へ提出することと
なりました。その際に必要となるのが「利用者識別番号」となります。
つきましては、令和３年分確定申告からは原則「利用者識別番号」が必要となりますので、皆様に

おかれましては、スムーズな申告相談の実施の為、事前に「利用者識別番号」の取得をお願いいたし
ます。
※取得した「利用者識別番号」は申告時に提示していただきます。

〇利用者識別番号とは？
マイナンバーとは異なる16桁の番号であり、町から税務署へ申告書を提出する際に必要となる番

号です。この番号は申告時にしか使用することはなく、一度番号を取得していただければ、次回以
降も同じ番号で申告することができます。

〇利用者識別番号を取得しなければならない人は？
町の申告相談で申告する人は必ず取得してください。一度でも税務署で申告をしたことがある方

は、すでに「利用者識別番号」を取得済みの可能性があります。お手元に「利用者識別番号」を確認
できるものがないかご確認ください。

〇メリットは？
・国税の還付金が早期に還付されます。
・紙などの出力、申告書整理・移送に係る経費の削減になります。

〇手続き方法は？
10月１日から大間町役場税務課窓口において、「利用者識別番号」の代理取得の受付を開始します。

身分証明書及び印鑑を持参してお越しくださるようお願いします。
また、Ｗｅｂでも簡単に「利用者識別番号」を取得できます。下記ＵＲＬから手続きが可能です

のでご活用ください。

URL：https://kaishi.e-tax.nta.go.jp/SU_APP/lnk/kaishiShinkiKojin
なお、昨年確定申告（町申告）をされた方で「利用者識別番号」を未取得の方には、税務署か

ら「電子申告・納税等開始届出書」が送付される予定です。届出書を返送するか、役場窓口で申
請するか、どちらかの方法で「利用者識別番号」を取得してください。

※ご自身のパソコンやスマートフォンから個人で電子申告行うには、マイナンバーカード又はむつ
税務署で他の手続きが必要となります。

※申告相談会場でも利用者識別番号の取得は可能ですが、通常の申告相談のほかに10分から20分程
度時間を要しますので、可能な限り事前に「利用者識別番号」を取得してください。

⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）



る事る事
相談支援事業とは、障がいのある人の福祉に関する様々な問題について、障がいのある人等から

の相談に応じ、必要な情報の提供、障がい福祉サービスの利用支援等を行うほか、権利擁護のため
に必要な援助を行います。
■日 時：令和３年10月20日(水) 午後１時～午後２時
■場 所：大間町役場１階 小会議室１
むつ市障がい者相談事業所の相談員の方々が相談や助言を行います。身近にある些細なことでも

お気軽にご相談ください。なお、お出でいただく時は、事前に下記へご連絡くださるようお願いい
たします。
⬘ 住民福祉課 ☎３７－２５２０（直通）
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第２９８号 保健だより 健康づくり推進課



9



10


No . 401



 

～児童生徒をみんなで見守りましょう～
１０月２８日(木) 午前７：１０～７：４０
＜大間地区＞・大間小学校前交差点・町営住宅前交差点・大間保育園前交差点
＜奥戸地区＞・奥戸小学校前

10月30日(土)に予定されていた「第43回大間町音楽祭」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、
子ども達やご来場される皆様の安全面を考慮した結果、今年度も開催を中止することといたしました。
開催を楽しみにされていた皆様には申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。



１．主 催 大間町立公民館
２．主 管 大間町民文化祭実行委員会
３．後 援 大間町・大間町教育委員会・大間町文化協会

北通り総合文化センター「ウイング」
４．会 場 大間町立公民館
５．期 日 令和３年10月30日(土)～10月31日(日）

午前10時～午後３時まで（開館時間）
６．テ ー マ 「みんなで楽しもう豊かな文化」
７．出品対象 ①絵 画（洋画、日本画、版画・・・100号以内）

②書 道（半折以内）③写 真 ④文 芸 ⑤手工芸
⑥生け花 ⑦文化財 ⑧山野草 ⑨コレクション ⑩その他

８．出品資格 大間町に在住、又は町内団体に所属する者。
９．作品規定 作品は、種類別に１人５点程度とする。

※５点を超える場合は、事務局と協議する。
【 絵 画 】 ①１点ごとに額縁にいれる。

②額縁の裏面にヒモをつける。
【 書 道 】 作品は自由とする。
【 写 真 】 パネル張り、又は額縁にいれる。
【 文 芸 】 作品は自由とする。
【 手工芸 】 作品は自由とする。
10．申し込み 出品希望者は広報、新聞折込チラシ裏面の申込用紙に記入して、教育委員会に提

出してください。
11．搬入搬出 搬入日時10月27日(水)～10月29日(金)午前９時～午後５時まで。

搬出は10月31日(日)午後３時から。
ご自身での搬入搬出が難しい方は教育委員会までご連絡ください。

12．そ の 他 出品者全員に記念品を贈呈します。（１人１点のみ）

文化に興味のある方、今まで出品したことのない方、お気軽にご参加ください。
みなさんのたくさんのご参加お待ちしております。

⬘ 教育委員会 教育課 ☎３７－２１０３（直通）
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～大間町小・中学校 総合学力調査結果から～

４月に行われている「ベネッセ総合学力調査」は、全学年の学年で学習した定着状況を、12月は現在の
学年での学習状況を知ることを目的としています。また、本調査は児童生徒の関心・意欲や生活などの
意識調査を行い、各教科と学習意識を合わせてみることで、家庭学習等の指導に生かすことができます。
この後の号で「意識調査の結果」についてお知らせする予定です。

【小学校】
国語については、４学年は全国平均をやや上回っているが、他学年は全国平均をやや下回っています。
どの学年も「知識・技能」はほぼ全校平均程度だが、「書くこと」に課題が見られます。算数については、
６学年は全国平均程度ですが、２～５学年については全国平均を下回り、「知識・技能」についても課題
が見られました。理科と社会については、４学年は全国平均を上回りましたが、応用的な問題は、正答率
が低く、資料等をじっくり読み、思考を要する問題に苦手意識がある傾向がみられます。また、今回の結
果では学年差が大きかったことも特徴の一つです。
【中学校】
国語は全国平均をやや下回っています。中でも「読む力」に課題があります。数学は、学年差がありま
したが、「数学的な考え方」に加え、「知識・理解」にも課題が見られます。英語と理科については全国平
均を大きく下回りました。英語は基礎的な問題では全国平均を若干下回る程度でしたが、読解問題に落
ち込みが見られました。
各校においては、学力調査の結果を分析し、課題を明確にして授業改善に生かしていきます。個々の
結果については、家庭での学習に生かすことで、更なる「学力向上」につながると考えますので、今後も、
学校、家庭の連携を更に継続していきます。
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大 間 中 学 校

ご存じのとおり、令和３年４月１日をもって、奥戸地区の奥戸中学校と大間地区の大間中学校と
が統合し、いわゆる、「新生 大間中学校」として新しい歴史のページを刻み始めました。大間町内
二つの中学校の統合は、学校としての新しい歴史の始まりということばかりではなく、大間町にとっ
ての新たな歴史の始まりだと捉えています。ですから、今後も地域の皆様や保護者の方々のご理解
を一層賜るよう努力しながら、教育活動を進めて参りたいと存じます。

今 徒テーマ「FUSION（融合」

新たな伝統築いた体育祭
５月15日(土)大間中学校グラウンドにて統合し

て初めての体育祭が開催されました。昨年度の秋
から準備を進め、奥戸中学校と大間中学校の伝統
と良さを融合させて、知恵を出し合いながら生徒
の手で創り上げた体育祭でした。特に、両組とも
「FUSION」を強く意識したソーランの演舞には、
興奮と感動を覚えました。

大間百年プロジェクト～調査体験学習、オンライン会議を行う～
本校では生徒たちの探究的な資質・能力を育成

するために、総合的な学習の時間において、百年
後の大間町が今よりも活気にあふれ、多くの人が
住みたい地域になるために、自分たちに何ができ
るのか、何をすべきかを考える学習を行っていま
す。
その一環として、８月26日～27日に１学年は町

内各事業所で調査体験学習を、２学年は他の自治
体の取り組みを知るために各自治体の担当者との
オンライン会議を開催しました。

栄光の足跡 ～中学校体育大会で活躍する～
６月12日(土)、13日(日)に「第72回下北地方中学校体育大会夏季大会」がむつ市内を会場に開催

されました。新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、生徒の安全を最優先するため、急
遽、全競技ともに「無観客」での大会となりましたが、生徒は日頃の成果を発揮し、多くの生徒が県
大会への進出を決めました。剣道部は男子団体が県優勝、女子団体が県準優勝を果たして、全国・
東北大会に進出しました。野球部も県準優勝を果たして、創部以来初の東北大会へ進出しました。
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カモシカの特徴
カモシカは、国の特別天然記念物に指定されており、保護の対象となっています。

全体的に白～灰色または灰褐色のフワフワした体毛をまとい、オス・メスともに15センチくらいの一対
の角を持つのが特徴です。
好奇心旺盛な動物で、遭遇した時はこちらをじっと見つめることもありますが、おとなしい性格なの

で、カモシカの方から人に危害を与えるようなことはありません。ただし、野生動物のため、自分が追い
詰められたと感じてパニックになってしまうと、向かってくる可能性もありますので、目撃や遭遇した
場合は、必要以上に近づかず、他の場所に移動するまで見守ってください。
カモシカの対応
（１）カモシカを見かけた場合
① 他の場所に移動するまで、そっとしておいてください。
② 必要以上に近づかず、通り道を確保してあげてください。
③ 犬に吠えられると興奮するので近づけないでください。

（２）ケガや病気で動けない場合
① 動かさず、教育委員会へ連絡してください。
② 個人で保護しないでください。

（３）死亡している場合
① 教育委員会へ連絡してください。
② 死体は動かさないでください。

（４）幼獣の場合
① 親が近くにいることがあるので近づかないでください。
② １度保護をすると野生復帰が困難になるので個人で保護を
しないでください。
③ 個人的な飼育は、法律上行うことはできません。

⬘ 教育委員会 教育課 ☎３７－２１０３（直通）




皆さんこんにちは。大間病院の斉藤です。
ここ最近、犬や猫に咬まれて病院を受診される方が数人いらっしゃったので、今回は「動物咬傷」につ
いてお話ししたいと思います。
動物咬傷とは、名前の通り動物（哺乳類）に咬みつかれることでできる外傷です。厚い服の上から噛み
つかれたなどであれば傷が浅く問題ないことが多いですが、素肌や薄い服の上から咬みつかれると牙が
体の深くまで侵入することになります。そのため、咬まれた後にその動物がもっている病原体（細菌や
ウイルス）によって感染症を発症することがあります。動物咬傷の中でも頻度が高いのが犬や猫による
ものです。
動物による咬傷の場合、「破傷風」という病気に注意が必要です。破傷風とは、傷口から入り込んだ破
傷風菌という細菌の毒素によっておこる感染症のことです。発症するとさまざまな神経障害を起こし、
重症例では呼吸ができなくなり命に危険を及ぼす可能性があります。破傷風の予防としてはワクチン
（破傷風トキソイド）の接種が有効であり、当院でも接種することができます。
また、動物の口の中は他の病原体も多数潜んでいますので、それらによって化膿することも考えられ
ます。咬まれた状況次第ではすぐに抗生物質による治療が推奨される場合もあります。
動物に咬まれた際は、まず水道水や石鹼で傷をきれいに洗うことが大切です。その後の対応について
は、一度病院へのご相談をお勧めします。
また、当然のことですが咬まれないことが一番なので、不用意に動物に近づかないようにしましょう。

No .２８４
今月の担当医

院長 斉藤 孝幸病院だより
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令和３年秋の火災予防運動が始まります!!
10月18日(月)から10月24日(日)までの７日間、全国統一標語「おうち時間 家族で点検 火の始

末」のもと、県下一斉に秋の火災予防運動が実施されます。住民の皆様におかれましても下記に掲
げる項目を重点目標として、火災予防にご理解とご協力をお願いいたします。

住宅防火 いのちを守る10のポイント
４つの習慣 ６つの対策

４つの習慣
・寝たばこは絶対にしない、させない
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない
・こんろを使うときは火のそばを離れない
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く
６つの対策
・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する
・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、１０年を目安に交換する
・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する
・火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく
・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

住宅用火災警報器の維持管理していますか？？
住宅用火災警報器の設置が義務化されてから、10年が経過し現在設置されている警報器の電池切

れや誤作動などが懸念されます。いざというときに住宅用火災警報器が作動するよう定期的な作動
確認と清掃をお願いします。（本体の電池の寿命は約10年です。電池切れ等の際に音や光で知らせ
る機能が付いています。また、電池交換しても本体が劣化しているおそれがありますので本体ごと
の交換をおすすめします。）火災による死亡原因の半数以上が就寝中の逃げ遅れによるものです。
住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知し音声や警報音で知らせてくれるので火災の早期発見に
大変有効です。下北管内では、火災予防条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義
務付けられておりますが、大間町の住宅用火災警報器設置率は77.7％（令和２年12月時点）と、全国
設置率83.1％（令和３年６月１日時点）を下回っています。設置されていないご家庭は早めの設置
をお願いします。設置する場所は寝室となっており、２階に寝室がある場合は階段上部にも設置が
必要となります。また、設置義務はありませんが台所に設置することも推奨されています。（台所
は熱式）
⬘ 大間消防署 予防係 ☎３７－３１０７



おお
今月の納期については、下記のとおりとなっておりますので、納め忘れには注意しましょう。

・町県民税（第３期） ・国民健康保険税（第４期）

※ 納期を過ぎますと納付が遅れるごとに延滞金が加算される場合があります。延滞金の割合は納期内
納付をされた方との公平性を保つために法により定められています。

※10月31日が日曜日のため、納期が11月１日となっています。
⬘ 税務課 ☎３７－２５１８（直通）

令和３年１１月１日（月）
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総務省統計局（青森県）では、令和３年10月20日現在
で社会生活基本調査を実施します。
この調査は、わたしたちが１日のうちどのくらいの
時間を仕事、家事、地域での活動などに費やしているか、
また、過去１年間の自由時間にどのような活動を行っ
たかについて調査し、仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の推進、少子高齢化対策などの政策に必
要な基礎資料を得ることを目的として実施します。
10月上旬から中旬にかけて、調査員が調査をお願い
する世帯に伺いますので、調査の趣旨をご理解いただ
き、ご回答をお願いいたします。
※町内すべての居住者が対象ではございません。
⬘ 青森県企画政策部 統計分析課 ☎０１７－７３４－９１６９（直通）
大間町企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）



１ 保険料が年金から天引き（特別徴収）されている方へ
年金から徴収される保険料額は下記のとおりとなります。
４月・６月・８月…年金振込時に本年２月と同額を徴収済(仮徴収)
10月・12月・２月…本年７月に決定した保険料の年額から仮徴収した額を差し引いた金額を分割して徴

収(本徴収)
※徴収額は、7月にお送りした保険料額納入通知書でご確認ください。
※所得の変動により、保険料が変更される方は年金から天引きされずに納付書で支払いしていただく場
合があります。
⬘ 大間町税務課 ☎３７－２５１８（直通）
２ お薬代の負担軽減について
ジェネリック医薬品に切り替えることによりお薬代が一定以上安くなると見込まれる方へ「お薬代負
担軽減のご案内」を送付（10月末予定）し、どのくらい安くなるかお知らせします。ジェネリック医薬品
への切り替えを希望する方は、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。（医師の判断でジェネリッ
ク医薬品への切り替えが出来ない場合があります。）
⬘ 青森県後期高齢者医療広域連合 ☎０１７－７２１－３８２１



毎年４月１日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している
方に課税されます。これらの車輌を取得したとき、所有者が死亡、転出したとき、車輌を譲渡、処分、紛
失したときなどは届出が必要です。届出のない場合や届出が大幅に遅れた場合などには、引き続き軽自
動車税が課税される可能性があります。詳細は下記の手続き窓口へお問い合わせください。※車種によ
り問い合わせ先が異なります。



車 種 手続き窓口

原動機付自転車（125cc以下のバイク）
小型特殊自動車

大間町役場 税務課（大間町大字大間字奥戸下道20-4）
☎３７－２５１８（直通）

軽自動車（三輪・四輪） 全国軽自動車協会連合会青森事務所（青森市大字浜田字豊田129-13）
☎０１７－７３９－０４４１

軽二輪（126cc～250cc以下のバイク）
二輪の小型自動車（251cc以上のバイク）

東北運輸局青森運輸支局（青森市大字浜田字豊田139-13）
☎０１７－７３９－１５０１
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おお
１ 青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。

時間額 ８２２円（令和３年10月６日から）
２ 改定前の青森県最低賃金（793円）から29円の引上げとなります。
３ 青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。
４ 製造業と小売業の一部には、特定（産業別）最低賃金が定められています。
５ 青森労働局長の許可なく青森県最低賃金額以上の賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法違反と
なり、罰則規定（罰金額50万円以下）が適用されることがあります。

６ 業務改善助成金の活用方法等については、「業務改善助成金コールセンター」（電話番号：０３－６３
８８－６１５５）にお問い合わせください。

７ 雇用調整助成金等の活用方法については、「雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター」
（電話番号：０１２０－６０－３９９９）にお問い合わせください。

８ 青森労働局ホームページからもご覧になれます。（https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html）
⬘ 青森労働局労働基準部賃金室 ☎ ０１７－７３４－４１１４


個々の労働者と事業者との間に生じた労働問題（解雇・賃金引き下げ・長時間労働・パワハラなど）に
ついて、青森県労働委員会委員が相談に応じます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談時の検温の実施、連絡先の確認、マスクの着用、手指
のアルコール消毒等の対応をお願いいたします。

【日時及び開催場所】

【対 象 者】県内の労働者、事業主
【対 応 者】青森県労働委員会委員

（青森県労働委員会とは…青森県の行政機関の一つ。労働問題について専門的知識を持つ、
公益委員（弁護士等）、労働者委員（労働組合役員等）、使用者委員（会社経営者等）で構
成されており、中立・公正な立場で労働問題を解決する。）

【費 用】無料
【利用方法】随時受付（事前予約優先）
⬘ 青森県労働委員会事務局 ☎０１７－７３４－９８３２／FAX０１７－７３４－８３１１
URL（http://www.pref.aomori.lg.jp/sangyo/job/roi-sodankai.html）

開催日 時 間 場 所
１０月 ５日（火） １３時３０分～１５時３０分 青森県労働委員会（東奥日報新町ビル４階）
１０月１０日（日）

１０時３０分～１２時３０分
弘前市総合学習センター２階

１０月１７日（日） ユートリー４階
１０月２４日（日） 青森県労働委員会（東奥日報新町ビル４階）

けけ
１人で悩んでいませんか？あなたの生活の困りごとや心配
を「なにをどうすればいいかわからない」と立ち止まらずに
一緒に進んでみませんか？どなたでもご相談ください。
仕事に関する悩みや家計に関する悩みなどご気軽にご相談
ください。

⬘ 下北地域自立相談窓口 ☎０１７－７６４－６９０６
（対象地域：大間町・東通村・風間浦村・佐井村）
フリーダイヤル ☎０８００－８００－７１１４
（スマホからでも相談無料・通話料無料）

海峡保養センター ☎３７－４３３４
■営業時間 午前８時～午後９時
養老センター ☎３７－２４１１
■営業時間 午前９時～午後８時
■今月の休館日
５日、12日、19日、26日（毎週火曜日）

＊各施設の指定された駐車場に駐車してく
ださい。
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政政お政政お
―10月18日(月)～24日(日)は『行政相談週間』―

大間町の皆さんが毎日の暮らしの中で、役所が行う仕事に関する苦情や意見・要望があった時に、身近
な相談相手になるのは、行政相談員（総務大臣が委嘱）です。
道路・河川、年金、医療保険、老人福祉、登記、労働基準、雇用保険、自動車検査・登録、窓口サービ
スなどについて、お気軽にご相談ください。相談は無料で、相談者の秘密は厳守します。
【特設行政相談所】を開設します。
■日 時：10月15日(金) 午前10時～午後３時
■場 所：大間町役場１階 中会議室１
■相談担当：行政相談員 南 喜治（総務大臣が委嘱）
⬘ 大間町 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）
青森行政監視行政相談センター ☎０５７０－０９０１１０
〒030-0801 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎


■夢やアイデアの実現に向けてチャレンジしたい方
町内に拠点を置く、個人・団体等の皆様が、「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」に企画を掲載して
支援を呼びかけることで、企画に対する資金調達を行うことができます。
■支援したい方
株式会社CAMPFIREに利用者登録をすることで、ウェブページに掲載されているお気に入りの企画
を支援することができます。
■企画の流れ
①関係書類を役場、企画経営課へ提出します。（関係書類：町ホームページからダウンロードできます）
②役場担当者と一緒にプロジェクトを練り上げます。
③「CAMPFIRE」のウェブページにプロジェクトを掲載します。
④プロジェクトを閲覧した方々から支援の申込みがあります。

その他
■CAMPFIREは、「購入型」と呼ばれるクラウドファンディングで、支援に対してのリターン品（お礼
の品）をお送りします。企画にあったお礼の品を準備し、責任をもって支援者へお送りすることに
なります。
■資金調達方式が２種類から選べます。詳しくは、むつ市または大間町のホームページをご覧ください。
■起案者向けガイドや申込書などの関係書類は、企画経営課で配布します。
不明なところ等がございましたら、気軽に下記までお問い合わせください。
⬘ 企画経営課 ☎３７－２５０４（直通）

「お事」「お事」
青森県ナースセンターでは無料職業紹介事業として看護職の相談員がハローワークむつに出向いて、
看護職の皆様のお仕事探しをサポートしています。お気軽にお越しください。

開催日：10/13(水）・11/10(水）・12/８(水)・１/12(水）・２/９(水）・３/９(水)
時 間：13時から16時まで随時受付
場 所：ハローワークむつ

＊青森県ナースセンター(青森市)では月曜日から金曜日の９時～16時まで、
来所・電話・メール等で随時、相談を受け付けています。どうぞご利用ください。

⬘ 公益社団法人青森県看護協会 青森県ナースセンター
〒030-0822 青森市中央3-20-30 県民福祉プラザ３階
☎０１７－７２３－４５８０ FAX０１７－７３５－３８３６
メールアドレス : aomori@nurse-center.net
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ーOOーOO
10月から、大間高校に新しいＡＬＴの先生が来ます。今回は、ジャレッドへのインタ
ビューです。

名 前：Jared Michael Murphy (ジャレッド・マイケル・マーフィー)
出 身 地：米国カリフォルニア州トラッキー町
趣味・特技：音楽、映画鑑賞、ゲーム開発、小説を書くこと

ポ ー ル：下北に来る前に日本文化の経験がありましたか。
ジャレッド：日本に来たことはありませんでしたが､いろいろな日本人の作家や映画監督や歌手のおかげで日本

に興味があります。学生時代に、日本人の友達から日本の文化について少し学びました。
ポ ー ル：日本を勉強していますか。
ジャレッド：日本語を自習していますが､まだ一年も経っていないのでまだ初心者です。日本人と会話すること

に挑戦したいと思って、楽しみにしています。
ポ ー ル：日本語を習うことについて難しい点は何ですか。
ジャレッド：漢字と単語を覚えるのは難しいと思います。
ポ ー ル：日本にいる間の目標はありますか。
ジャレッド：新しい友達を作ったり、日本語の会話と書く能力を高めたり、異文化と交流したりしたいです。

日本でいろいろなことを習えば、成長できると思います。もちろん大間高校の生徒たちを支えた
く、皆さんがもっと英語が好きになったら、私は達成感を感じます。

ポ ー ル：大間の人たちを驚かせることを教えてください。
ジャレッド：私はベジタリアンです｡しかし､大間はマグロで有名ですから､大間にいるうちにちょっと魚を食べ

ることにしました。
ポ ー ル：大間の人達に言いたいことはありますか。
ジャレッド：大間の人達と会うことを楽しみにしています。現在私は日本語があまり上手ではありませんが､日

本語を使わないことには日本語に慣れないのでぜひ私と会話してください！

おお
皆さん、こんにちは。10月から日常中国語の勉強会を開きます。初めて中国語を学びたい方を対象に、簡単
な日常中国語を勉強し、楽しく会話しましょう。コロナの関係で、今回定員は20名です。お問い合わせや申し
込みは下記チラシよりお願いします。興味がある方は、ぜひ参加してください。
そして、皆さんに紹介したい団体があります。８月から大間町の住民団体「大間町地域づくり団体～ツナグ
～」が活動を始めました。地域の有志者が集まり、地域住民の「居場所」づくりを目指し、活動しています。
この団体が公民館や奥戸交流館などで活動しているときは、地域住民の方は自由に参加できます。例えば、自
分の楽器の練習や、ダンスや歌の練習の場、町内で気軽に遊びに行ける場所など、ようするに、この団体は地
域住民が寄り添い、助け合い、学び合うための場所を提供しています。運営スタッフがまだ少ないので、活動
は不定期にしています。具体的な活動時間については、公式LINEで発信していますので、興味がある方は、ぜ
ひ登録してください。（団体の運営スタッフも大募集）
ID：@tsunagu2021
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個人のプライバシーを尊重し、届出の際に掲
載の意思を確認させていただいております。

８月届出分８月届出分

＝お願い＝
新聞へのお悔やみ情報の掲載を希望する方
は、届出の際に係に申し出て下さい。

ひとり言の編集室

だんだん涼しくなり、木々が黄色く色付き始めてき
ましたね。
さて、９月は各園の遠足を撮影させていただきまし

た。 消防署、普賢院、牧場での撮影で、園児たちは
初めて見るものや、体験することに楽しんでいて、撮
影している私も楽しい気分で撮影させてもらいました。
10月は学芸会・文化祭シーズンです。各園や学校で

園児たちや生徒さんの晴れ舞台を撮影させていただき
ます。 ○平




わが家の

保護者 泉健志さん・瑠奈さん（大間町）

蛯子 結夏
ゆいか

ちゃん（成矢さん）
南 幸来

こ こ

ちゃん（竜平さん）

今月はありません

岩瀬 平さん 91歳（向町）
木谷 澄夫さん 65歳（大間平）
山本キミ子さん 87歳（根田内）
山本 怜子さん 73歳（冷水）
柳谷 滋さん 92歳（小川代）
新田 桂子さん 71歳（下手道）
田中しい子さん 92歳（細間）

人 口 男 女 世 帯 数

総数 4,989(－ 3) 2,544(－ 2) 2,445(－ 1) 2,491(－ 2)

大間 3,916(－ 1) 2,018(± 0) 1,898(－ 1) 1,961(－ 1)

奥戸 925(－ 2) 443(－ 2) 482(± 0) 454(－ 1)

材木 148(± 0) 83(± 0) 65(± 0) 76(± 0)

（右） 結桜
ゆ ら

ちゃん(５歳６ヵ月）

（左） 蒼大
あ お と

くん(１歳２ヵ月）

元気いっぱいの子どもたち

これからもすくすく育ってね!!


